
藍産業経営基盤Ｖ字回復雇用促進業務

委託仕様書

本仕様書は、県内外での展示商談会などによる販路拡大や新製品開発の支援、人材

育成などを促進することによって、本県の藍産業の「良質な雇用」の創出につなげ、

産業の振興と発展を図る業務について定める。

１ 委託業務名

藍産業経営基盤Ｖ字回復雇用促進業務

２ 委託業務の内容

（１）県内外における展示商談会等の開催

県内外の主要施設において、展示商談会等を開催することで、本県の魅力的な

藍製品等の認知度向上及び販路拡大を図る。

実施時期 契約締結の日から令和７年３月３１日まで

実施回数 ３回程度

実施場所 県内外の展示商談会の開催に適した施設

開催においては、県と綿密な協議の上、実施するものとする。

(２）スキルアップのためのセミナー等の開催

藍関連事業者向けに、売れる商品作り、生産性向上、スキルアップのためのセ

ミナー等を開催し、事業者の能力向上や新商品の開発、新たな事業の創出を促す。

実施時期 契約締結の日から令和７年３月３１日まで

実施回数 ３回程度

実施場所 県内外のセミナー等の開催に適した施設

（３）その他、藍産業の活性化及び雇用の創出に必要な業務

３ 本業務の成果目標

本業務による支援を受けたことにより、新たに雇用又は処遇改善が図られた者の数

とすること。

具体的には、「アウトカムの対象となる者」であって、本業務による支援の結果、「良

質な雇用の基準」を新たに満たすこととなった者の数とする。

ただし、支援開始後に事業主都合による解雇等を行った事業主に雇用された者の数

は除くものとする。

（１）アウトカムの対象となる者（ア～オのいずれかに該当する者）

ア 支援を受けた事業主に正社員として雇用された者（正社員以外から正社

員へ転換した者を含む。以下同じ。）

※正社員の定義（a～dのいずれにも該当すること）

ａ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ｂ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ｃ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時

間と同じ労働者であること。

ｄ 労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者

であること。



イ 支援を受けた事業主に非正規雇用労働者として雇用された者

※非正規労働者の定義（a～eのいずれにも該当すること）

ａ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者又は期間の定めのあ

る労働契約であって契約期間満了後原則として更新する旨の労働契約を

締結している労働者であること。

ｂ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ｃ 週所定労働時間が20時間以上の労働者であること。

ｄ 同一労働同一賃金の観点から、正社員との間で不合理な待遇差が生じ

ていない労働者であること。

ｅ 正社員転換制度を導入している又は導入する予定である事業所に雇用

されている労働者であること。

ウ 支援を受けた求職者のうち正社員として雇用された者

エ 支援を受けた求職者のうち非正規雇用労働者として雇用された者

オ 支援実施前から事業主に雇用されている正社員又は非正規雇用労働者で

あって、支援を受けたことにより処遇が改善した者（当該処遇改善の前に

良質な雇用の基準を満たしていない者に限る）

※良質な雇用の定義（ａ、ｂいずれにも該当すること）

ａ 就労期間における所定内給与額の１か月当たりの平均額が基準額

209,000円以上であること。

ｂ 月平均所定外労働時間が20時間以下であること。

（２）本年度目標数（アウトカム）

ア アウトカムの対象となる「良質な雇用」の数 ２４名

イ 目標達成期間

ａ 令和６年１１月末までにアウトカムの６７％以上を達成すること

ｂ 令和７年３月末までにアウトカムの１００％以上を達成すること

（３）（２）を達成するための活動指標（アウトプット）

ア 本業務における支援を受けた事業者数 ２９社

イ 目標達成期間

ａ 令和６年１１月末までにアウトプットの６７％以上を達成すること

ｂ 令和７年３月末までにアウトプットの１００％以上を達成すること

（４）進捗管理

進捗の管理は、常に（２）の目標数及び（３）の活動指標数値に留意の上、

実施すること。

数値が下回る場合、その他、現行業務に課題がある又は起こりうると予想さ

れる場合には、その要員を分析するとともに、委託元と協議の上、積極的に改

善に取り組むこと。

４ 実績報告等

（１）事業完了後は、必要な書類を添付の上、すみやかに実績報告すること。

（２）実績報告に必要な添付書類は次のとおりとする。



ア 事業完了報告書

イ 事業の実施状況がわかる報告書

ウ 経費明細書

エ 支出した旨が証明できる領収書など

オ その他必要と認められる書類

５ 委託経費

（１）対象経費(人件費及び事業費等)

ア 賃金

イ 社会保険料等

ウ 謝金

エ 旅費

オ 消耗品費

カ 賃借料

キ 会議費

ク 通信運搬費

ケ 光熱水費

コ 資料印刷費

サ 委託元との協議の上認められた経費

人件費（付加的賃金を除く）等事業実施に当たって必要な経費については前

金払ができるものとする。

なお、委託対象経費に一般管理費（直接人件費や直接経費に定率を乗じたもの）

は認められないため、具体的な経費の内訳が分かるように積算を作成すること。

（２）対象外経費

ア 求職者又は労働者から費用を徴収する事業に係る経費

イ 施設等の設置や改修、固定資産の取得に係る経費

ウ 実施期間内に費消できない経費

エ 取得価格又は効用の増加価格が50万円（間接補助事業者においては30

万円。）を超える財産の取得に係る経費

オ 国家・地方自治体公務員の諸謝金・旅費

カ 求職者や労働者等に提供する物品（リーフレット、パンフレット、冊子、

封筒類を除く。）の購入等に係る経費

キ 飲食に係る経費（都道府県の規定による会議開催時の茶菓代や旅費に含

まれる場合を除く。）

ク 日本国外における事務所や窓口の設置・運営に係る経費

ケ 支援の対象となる事業主、求職者又は労働者等に対する補助、助成等（直

接又は間接若しくは名称の如何を問わずこれに類するものを含む。以下同

じ。）に係る経費

ただし、労働者に対して人材育成を実施する際の補助・助成等に係る経

費（当該労働者の賃金（社会保険料及び交通費を含む。以下同じ。）に対

する補助・助成等に係る経費を除く。）については、例外として補助対象

経費とする。

この場合、補助・助成等の上限は、実施に要した経費の１／２相当額と

すること。

また、求職者の人材育成及び正社員就職を目的として、紹介予定派遣の



活用により、派遣元企業における座学研修と派遣先企業における就労を組

み合わせた取組を実施する場合、当該求職者の賃金に対する補助・助成等

に係る経費については、例外として補助対象経費とする。この場合、派遣

期間中の賃金に対するる補助・助成等の上限は、要した経費の１／２相当

額とすること。

コ 職業安定法（昭和23 年法律第141 号）に定める「職業紹介」に係る事

業に要する経費

サ 契約にかかる収入印紙等の経費

シ その他事業の趣旨・目的等を総合的に勘案して県が補助対象とすること

が適当でないと認める経費

６ 事業実施に係る留意事項

（１）本事業は、公的事業であることを十分認識し、適正な事業及び経費の執行に

努めること。本事業の実施に当たっては、総勘定元帳、決算書類、出納整理簿、

支払振込書及び請求書や納品書等の会計関係帳簿類並びに事業に従事するスタ

ッフ等の労働者名簿、出勤簿、業務日誌、賃金台帳、賃金等口座振込書及び社

会保険等手続書類等の労働関係帳簿類等を整備するともに、本事業とその他の

事業との経理を明確に区分すること。

（２）本事業は、事業の終了後も含めて、今後、徳島県監査委員等 や会計検査院

の検査対象となる場合があるので、検査に積極的に協力するとともに、事業の

報告や必要な資料の提出等の説明責任を果たすこと。また、（１）で規定する

会計関係帳簿類、労働関係帳簿類及び通帳並びに業務日誌等を事業終了後５年

間保存しておくこと。

（３）本事業の経費をもって、他の業務の経費をまかなってはならない。

（４）人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を

設定すること。

（５）備品等購入（機械、器具の購入等）は認めない。また、事業実施に必要とな

る機械器具等については、原則リース・レンタルにより調達すること。

（６）リース・レンタルの契約においては、効率的に締結されるよう入札実施や複

数の者から見積りを徴取する等により適正に取り扱うこと。

リース・レンタル契約の終了後、無償等で借り手に所有権を譲渡する旨の特

記のある契約については、実態が購入による財産取得と変わらないことなどか

らリース・レンタル契約終了後、貸し手にリース・レンタル物件を返還する（所

有権の移転が生じない）契約とすること。

（７）受託者は、本事業に従事する労働者の使用者として、労働基準法、労働者災

害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣事業の 適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律、その他関係法令を遵守するとともに、

これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うこと。

７ 事業実施に係る留意事項



（１）本事業は、国の地域活性化雇用創造プロジェクトを活用して行うため、「地

域活性化雇用創造プロジェクト募集要項」に規定される要件を遵守すること。

（２）本事業に係る会計実地検査が行われる場合は、最大限協力すること。

（３）委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た場合は、この限りでない。（再委

託等の禁止）

（４）その他、本件に関して疑義が生じた場合には、双方協議のうえ、決定するも

のとする。


